
お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業⽬的

■実施期間

■事業形態

4. 

PPA活⽤等による地域の再エネ主⼒化・レジリエンス強化促進加速化事業のうち、
(３)－２再エネ主⼒化に向けた需要側の運転制御設備等導⼊促進事業

事業イメージ

間接補助事業（計画策定︓３／４（上限1,000万円）、設備等導⼊︓２／３※）(※⼀部上限あり) 

2. 離島における再エネ主⼒化に向けた運転制御設備導⼊構築事業
離島は、地理的条件、需要規模等の各種要因より電⼒供給量に占める再エ

ネの割合が低く、本⼟と⽐較して、実質的なCO2排出係数が⾼い。⼀⽅で、
太陽光や⾵⼒等の再エネは変動性電源であり、電⼒供給量に占める割合を⾼
めるためには、調整⼒を強化していく必要がある。このような調整⼒の強化
には、再エネ設備や需要側設備を群単位で管理・制御することが有効である。

そこで、離島において、再エネ設備や需要側設備を群単位で管理・制御す
ることで調整⼒を強化し、離島全体で電⼒供給量に占める再エネの割合を⾼
め、CO2削減を図る取組に対して、計画策定の⽀援や、再エネ設備、オフサ
イトから運転制御可能な需要側設備、蓄電システム、蓄熱槽、充放電設備⼜
は充電設備、⾞載型蓄電池、EMS、通信・遠隔制御機器、同期発電設備、⾃
営線、熱導管等の設備等導⼊⽀援を⾏う。

• 離島において、再エネ設備や需要側設備の群単位の管理・制御技術を社会実装しながら、離島全体での再エネ⾃給率
の向上を図る。

再エネ設備や需要家側設備を遠隔にて群単位で管理・制御することにより、離島全体での再エネ⾃給率の向上を図ります。

⺠間事業者・団体等

令和３年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■補助対象 離島全体での調整⼒の強化による、
再エネ⾃給率の向上

通信・制御

再エネ設備等 需要側設備等

エネルギーマネジメントシステム（EMS）
（遠隔にて群単位で管理・制御）

通信・制御

群単位で制御


